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○
金
融
庁
告
示
第
六
十
号

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

金
融
庁
長
官

畑
中
龍
太
郎

第
一
条

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も

の
は
、
ｉ
Ｔ
ｒ
ａ
ｘ
ｘ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
の
う
ち
五
十
以
下
の
内
国
法
人
（
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
信
用
状
態
に
係
る
事
由
又
は
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に

関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
事
由
（
五
十
以
下
の
内
国
法
人
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
を
同
項
に
規
定
す
る
事
由
と
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
株
式
会
社
日
本
証
券
ク
リ
ア
リ
ン
グ
機
構
が
、
当
該
取
引

に
基
づ
く
債
務
を
そ
の
行
う
金
融
商
品
債
務
引
受
業
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第

二
十
八
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
（
店
頭
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
施
行
の
日
の
直
前
の
更
新
日
（
内
国
法
人
の
組
合
せ
を
組
成
す
る
日
を
い
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う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
々
回
の
更
新
日
以
降
に
内
国
法
人
の
組
合
せ
が
組
成
さ
れ
た
取
引
に
限
る
。
）

と
す
る
。

第
二
条

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も

の
は
、
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
に
支
払
う
金
銭
と
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
支
払
う
金
銭
の
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
一

方
が
変
動
金
利
に
基
づ
く
も
の
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
取
引
で
あ
っ
て
、
株
式
会
社
日
本
証
券
ク
リ
ア

リ
ン
グ
機
構
が
、
当
該
取
引
に
基
づ
く
債
務
を
そ
の
行
う
金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一

変
動
金
利
が
三
か
月
物
の
円
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
に
該
当
す
る
取
引

二

変
動
金
利
が
六
か
月
物
の
円
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
に
該
当
す
る
取
引

三

変
動
金
利
が
三
か
月
物
の
ユ
ー
ロ
円
Ｔ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
に
該
当
す
る
取
引
（
約
定
の
日
か
ら
取
引
の
効
力
が
消
滅
す
る
日
ま

で
の
期
間
が
千
八
百
三
十
九
日
以
内
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

四

変
動
金
利
が
六
か
月
物
の
ユ
ー
ロ
円
Ｔ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
に
該
当
す
る
取
引
（
約
定
の
日
か
ら
取
引
の
効
力
が
消
滅
す
る
日
ま

で
の
期
間
が
三
千
六
百
六
十
六
日
以
内
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）


